
主 文

被告人Ａを懲役３年に，被告人Ｂを懲役２年１０月に処する。

被告人両名に対し，未決勾留日数中各５００日を，それぞれその刑に算入す

る。

， ， ，この裁判が確定した日から 被告人Ａに対し５年間 被告人Ｂに対し４年間

それぞれその刑の執行を猶予する。

訴訟費用のうち，証人ａ，同ｂに支給した分の各２分の１は被告人Ａの，証

人ｃ，同ｄ，同ｅ（第９回公判期日出頭分 ，同ｆ，同ｇに支給した分の各３）

分の２及び証人Ｃ，同ｉ，同ｅ（第３７回公判期日出頭分）に支給した分の各

全部は被告人両名の連帯負担とする。

理 由

（罪となるべき事実）

第１ 被告人両名は，分離前の相被告人Ｃ及び同Ｇと共謀の上，Ｄが被告人Ｂに対

して借金の取り立てをするのを妨害するため，Ｄが使用している軽四乗用自動

車に発炎筒を投げ込んで放火し，しばらくの間でも同車を使用不能にするとと

もに同人を恐がらせて，被告人Ｂに対する貸金の取立てに来ることができない

ようにしようと企て，平成１１年７月１４日午前９時ころ，岡山県ｋ郡ｋ町所

在の有限会社甲２駐車場内において，上記Ｃが，軽量鉄骨造りスレート葺２階

建店舗に付設されているアクリル製ひさしのすぐそばに駐車された前記Ｄが使

用しＥが所有する軽四乗用自動車内に，点火した発炎筒を投げ込んで放火し，

運転席，助手席等を炎上させてこれを焼損し，そのまま放置すれば，前記アク

リル製のひさしやその下に設置されている飲料自動販売機の前面パネル等を経

由して同店舗に延焼するおそれのある状態を発生させ，もって公共の危険を生

じさせた

第２ 被告人Ａは，同年４月２０日午後１時過ぎころから同日午後１時３０分ころ

までの間，岡山市青江地内青江高架橋付近から同市西大寺金岡地内付近までの



間，普通乗用自動車を運転中，走行中の普通乗用自動車内において，後部座席

左側に座っていたＦ（当時２６歳）に対し，その右目付近を直接又は同女がか

ばった手の上から手拳で１０回くらい殴打する暴行を加え，よって，同女に全

治約６週間を要する右眼窩内側壁骨折，右顔面神経不全麻痺の傷害を負わせた

ものである。

（証拠の標目）

略

（補足説明）

， ， （ ，「 」 。）被告人両名の弁護人は 判示第１の事実について (1)Ｃ 以下 Ｃ という

が判示犯行を実行したものであるところ，被告人両名は，Ｃらと放火の共謀を行っ

ておらず，(2)被告人両名には放火の故意がなく，また被告人Ａの弁護人は，(3)被

告人両名には公共の危険の発生の認識がなかった旨主張し，被告人両名も，公判廷

で，各弁護人の主張に沿う供述をし，さらに，(4)被告人Ａの弁護人は，判示第２

の事実について，①暴行の回数，②暴行の態様及び③暴行と傷害結果との因果関係

， ， 。に疑義がある旨主張し 被告人Ａもこれに沿う供述をするので 以下順次検討する

なお，判示第１の事実について 「はつえんとう」とは，道路運送車両の保安基，

準（昭和２６年７月２８日運輸省令６７号）４３条の２にいう「非常信号用具」の

通称名ないし俗称であると思われるが，その中の「えん」の字については，判示犯

行に使用された物が「発炎筒」と表示されていること等から，本判決では，特に断

りのない限り 「煙」ではなく 「炎」を充てることとする 。， ， 。）

検察官は，Ｃ家の者らは，被告人Ｂが八大竜王の声が聞こえる等と称したことか

ら，被告人Ｂを教祖的な存在として信仰するようになった旨，弁護人らは，被告人

， ，両名とＣ家の者らとの間には特有の人的関係が存在した旨を それぞれ主張するが

以下に認定する以外の点については，その存否につき判断するまでもなく，判示認

定を動かすに足りるものではない。

第１ 判示第１の事実（以下 「本件第１の犯行」という ）における被告人Ｂと， 。



被告人Ａ及び共犯者２名との共謀の成否

１ まず，関係各証拠によれば，次の事実が明らかに認められ，弁護人も特に争

っていない。

(1) 被告人両名は，平成１０年初めころ，仕事の関係で知り合い，被告人Ａ

は，同年５月ころ，岡山に転居してきて，まもなく，被告人両名は夫婦同

様の関係となり，岡山県ｋ郡ｋ町所在の甲３で同棲生活を始める等し，常

に行動を共にするようになった。一方，Ｃ及びＧ（以下「Ｇ」という ）。

は，平成６年に婚姻し，長女「Ｈ」をもうけたものの，戸籍上は平成１０

年１１月に離婚し，実質はＧが逃げ出す平成１１年８月初旬まで共同生活

を送っていたが，Ｃ及びＧは，Ｃの母親であるＩ（以下「Ｉ」という ）。

に勧められて，被告人Ｂが取締役をしていた有限会社甲１（以下「甲１」

という ）で稼働していたこと等から被告人Ｂを知り，その後付き合いが。

始まるようになり，平成１０年５月ころから被告人Ｂの紹介で被告人Ａと

も付き合うようになった。被告人両名及びＣ，Ｇらは，平成１０年１２月

ころから一時期，岡山県ｋ郡ｋ町所在の雇用促進住宅の一室（以下「雇用

促進住宅」という ）に同居し，配線の組立等の内職をしていたことがあ。

った。

， ，(2) 被告人Ｂは 自己が取締役をしていた甲１の経営建て直しのため等から

貸金業者である株式会社甲４から数千万円に及ぶ借入れをしていたが（検

１９２ ，甲１の経営状態が悪化したこと等から借金を返済できなくなり，）

（ ，前記甲４の債権回収を代行していたＤ 判示第１事実の被害車両の使用者

以下「Ｄ」という ）が借金の取立てに来るようになった。Ｄの取立ては，。

被告人Ｂの自宅のみならず，実家や被告人Ｂの離婚した夫の実家等の家に

も及ぶようになり，遅くとも平成１１年５月ころには特に頻繁になってい

た。

(3) Ｃは，上記のとおりＤの取立てが特に頻繁になってきた平成１１年５月



ころには，単独で又はＧとともに，ほぼ毎日のように，自動車で，Ｄの車

両がないか，甲１の事務所の周辺を見回るようになった。被告人Ｂは，甲

（ 「 」１の事務所の近くにある岡山県ｋ郡ｋ町所在の有限会社甲２ 以下 甲２

という ）の駐車場にＤの軽四乗用自動車が駐車しているのを何度も見た。

ことがあった。

(4) 被告人Ａは，被告人Ｂ，Ｃ及びＧとの食事の際等に 「発炎筒でも放り，

込んでやれば 」と言ったことがあり，被告人Ｂも少なくとも１度は被告。

人Ａの上記発言を聞いたことがあった（被告人Ｂ第３４回４８頁ないし５

３頁 。なお，発炎筒という言葉は被告人Ａから言い出したものである（被）

告人Ａの第２８回１５頁 。）

， ， ，(5) 被告人Ａは 平成１１年６月ころの夕方過ぎころ 被告人Ｂを同乗させ

自動車で走行中，甲２の駐車場の南側でＤの車両を見つけ，その旨をＣに

電話で告げた（被告人Ａ第２８回１０頁 。その後，被告人両名とＣは，）

公園でおちあった後（被告人Ａ第２８回１０頁，被告人Ｂ３４回４３，４

４頁 ，被告人両名の居住している前記甲３に，十字レンチを取りに行き，）

被告人Ａは，同所で，自己所有の十字レンチをＣに貸し渡した（被告人Ａ

第２８回１２，１３頁，被告人Ｂ第３４回４５頁 。その後，被告人両名）

及びＣは，甲２駐車場に戻り，Ｃが前記十字レンチでＤの車のタイヤのホ

イールナットを緩めたが，その際，被告人両名は，甲１の事務所と甲２の

間の農道に車を停めて，車の中からＣの行動を見ていた。Ｃは，甲２の駐

車場においてＤ使用車両の前輪２つのホイールナットを緩め，被告人Ａの

携帯電話に電話して，前輪のホイールナットを緩めるのが終わったことを

（ ， ， ， ）。告げた 被告人Ａ第２８回１３ １４頁 被告人Ｂ第３４回４６ ４７頁

被告人Ｂは，この間，被告人Ａと終始行動をともにしており，Ｃと被告人

Ａの携帯電話でのやりとりをそばで聞いており，また被告人ＡからＣの言

動の説明を受けていた。



(6) Ｃは，Ｇとともに，本件第１の犯行当日である平成１１年７月１４日，

自己が使用していた車両（車種はスズキ製のマイティーボーイ。以下 「マ，

イティーボーイ」という ）で，Ｄ使用車両が来ていないかどうか甲１の。

事務所の周辺を見回りに行った。被告人Ａは，Ｃから，携帯電話で，見回

りに行く旨の報告を受けていた（被告人Ａ第２８回１８頁，被告人Ｂ第３

４回５６頁 。間もなく，Ｃは，甲２の駐車場で，Ｄ使用車両を発見し，）

被告人Ａに，携帯電話で，Ｄ使用車両を発見した旨の報告をし，その際，

Ｃと被告人Ａとの間で，Ｄ使用車両に発炎筒を入れる話が出た（被告人Ａ

第２８回２１頁，被告人Ｂ第３４回５７，５８頁 。そしてＣは，甲２に）

駐車中のＤ使用車両の開いている窓の隙間から点火した発炎筒を投げ入れ

て本件第１の犯行に及んだ。

その後，Ｃは，被告人Ａに，携帯電話で，Ｄ使用車両に発炎筒を投げ入

れたこと及び「ぼっけえ煙がでている 」等と伝えた（被告人Ａ第２８回。

２１，２２頁，被告人Ｂ第３４回６０頁 。）

(7) この間，Ｃの携帯電話からＡの携帯電話には，①午前８時５３分（通話

時間２６秒 ，②同５６分（同１２．５秒 ，③９時０１分（同１３秒）の） ）

計３度電話した記録がある（検１８３ 。その間を通じて，被告人Ｂは，）

Ｃと，携帯電話で直接会話をしなかったが（Ｃ第２４回５１，５２頁等 ，）

終始被告人Ａのそばにいて，被告人ＡとＣとの会話を聞いていたほか，被

告人ＡからＣとの会話内容を伝え聞いた。

(8) 被告人両名は，同日の午前９時３０分すぎころ，被告人Ａが車両（車種

はマツダ製のボンゴフレンディー。以下「ボンゴフレンディー」という ）。

を運転して甲２の駐車場付近へ行き，被告人Ａは，同所で，Ｄ使用車両が

炎上し，パトカーが来ていて，Ｄが警察官と話をしているところを，車両

。 ， ， ，の速度を落として通過しながら見た その際 被告人Ｂは 車の助手席で

シートのリクライニングを倒して寝ており，被告人Ａは，被告人Ｂに，Ｄ



が警察官と話をしていた，Ｄ使用車両の車内が黄色っぽかった旨の話をし

た（被告人Ａ第２８回２９，３０頁，被告人Ｂ第３４回６３頁 。）

(9) Ｃは，被告人Ａに，電話で，Ｄ使用車両に発炎筒を投げ入れる際に，付

近の人に姿や車を見られたかもしれない旨を伝え，その際，被告人ＡとＣ

との間で，Ｃが頭髪を切って変装するという話と，マイティーボーイを隠

すという話が出た（被告人Ａ第２８回２５ないし２９頁，被告人Ｂ第３４

回６１頁 。Ｃは，被告人Ａと電話で話をした後，実際にＧに髪を刈って）

もらった。そして，被告人両名は，Ｃ，Ｇと，岡山県ｋ郡ｋ町内所在の通

称甲５神社甲７広場（以下「甲７広場」という ）でおちあうことになり，。

被告人両名もボンゴフレンディーで甲７広場に赴いた。

(10) 被告人Ａは，甲７広場において，Ｃがいわゆるスポーツ刈りよりちょっ

と長い感じに髪を切ったのを見て 「前より刈ったね 」等と言った（被， 。

告人Ａ第２８回３１頁 。また被告人Ａは，Ｃに対し，甲７広場に来る前）

に甲２駐車場を見てきたが，警察官が来ていたという話をした（被告人Ａ

第２８回３１頁 。そして，Ｃがマイティーボーイに積載していた発炎筒）

を犯行に使用したことから，マイティーボーイに発炎筒を補充して備え付

けることとし，被告人Ｂは，ボンゴフレンディーに備付けの発炎筒を探し

出して，これを被告人Ａに手渡し，被告人ＡがこれをＣに手渡し（被告人

Ａ第２８回３２頁，被告人Ｂ第３４回６６頁，Ｇ第１７回３６，５７，５

８頁等 ，Ｃは，受けとった発炎筒を，マイティーボーイに積載した。）

(11) 被告人Ａは，被告人Ｂの同乗するボンゴフレンディーに，ＣとＧを乗せ

て，両名を甲７広場から前記雇用促進住宅に送り届け，被告人Ｂの娘二人

を伴い，いわゆる四国八十八か所参りにでかけた。

以上の事実が認められる。

２ 共犯者Ｇの証言の信用性

Ｇは，Ｃと婚姻し，被告人Ｂひいては被告人Ａと知り合って交流を続ける中



で，本件第１の犯行に関与することとなったことから，Ｃ及び被告人両名に対

する悪感情があることは否定できない。しかし，Ｇは，Ｃとは戸籍上平成１０

年１１月に離婚し，実際上も本件第１の犯行の約２週間後である平成１１年７

月２７日と２８日の２日間続けてＣから暴行を受けて怪我をし，このことを契

機として，Ｇは，同年８月２日の深夜から翌３日ころに前記雇用促進住宅を逃

げ出し，それ以降，Ｃとは，本件第１の犯行で逮捕され法廷で共同審理を受け

るに至るまで，会っていないのであって（Ｇ第１１回８３頁 ，Ｃと通謀して）

口裏合わせをする機会はなかったことが認められる。また，Ｇは 「 Ｃに），（

傷害を負わされたことに対しては許す気持ちになれません 「 Ｃとよりを戻。」（

すというつもりは）ありません 「 現住所や電話番号等をＣに教えてもらっ。」（

ては）困ります （Ｇ第１３回４７ないし４９頁）等と証言していること等。」

を総合すると，殊更にＣと口裏合わせをして証言するおそれは考えられないと

ころ，ＧとＣの各証言は，本件第１の犯行について基本的には符合すること，

Ｇは本件第１の犯行の共犯者であるが，捜査段階の当初からＧ自身の判決宣告

まで一貫して事実を認めていたことが窺われる上，証人として公判廷において

証言したときには既に執行猶予判決が確定していたのであり，あえて虚偽の証

言をしてまで被告人両名を罪に陥れるような理由や必要性は窺われない。そし

て，公判廷において，弁護人の反対尋問に対して，やや感情的な応答をしたと

認められる部分もあるものの 「あやふやな答えになるのは余りよくないと思，

います 「分かっていることだけしかお話はできません 」と断った上で証言。」 。

する等（Ｇ第１３回７８頁 ，公判廷における証言態度は真摯であり，その証）

言内容についても，本件第１の犯行前の被告人両名の言動，犯行の動機，犯行

前後の被告人ＡとＣの電話でのやりとりや，本件第１の犯行の態様，犯行後の

行動等についての証言は具体的かつ詳細で，実際に体験した者でなければ証言

できない迫真性に富む内容であり，前記１項で認定した事実ともよく整合して

おり，それらの事実とのつながりが自然であって，時間の経過による記憶の減



退等を考慮しても，なお十分に信用できる。

３ そこで，前記信用できるＧ証言をもとに検討すれば，さらに以下の事実が認

められる。

(1) 被告人Ｂは，本件第１の犯行当時，Ｄのしつこい取立てに困惑，閉口し

ており，被告人Ａ，Ｃ及びＧらと食事した際等に，しばしば「どうにかし

て業者（Ｄ）を来なくさせるようなことはできないだろうか 「来られな。」

くなるには，どうしたらいいんだろう 」等と言っていた。。

(2) 被告人Ａは，被告人Ｂが気にいらないという人がいると 「そんなやつ，

の車には発炎筒でも入れてやればいいんだよ 」と何度か言っており，被。

告人Ｂも，その場に居合わせ何度かそれを聞いていた。

(3) Ｃは，平成１１年６月中旬ころ，電話で呼び出されて出て行ったが，し

ばらくして帰って来て，Ｇに対して，ホイールナットを緩めてきた旨の話

をした。その際，Ｇは，Ｃがそのような行為をしたのなら，誰かの指示で

あると思い，呼び出したのは，被告人Ａと被告人Ｂであろうと推測し，Ｃ

は被告人Ｂを尊敬していたので，被告人Ｂが困っていたことから可哀想に

思ってそのような行為をしたのだと思った。

(4) 被告人Ｂは，ＣがＤ使用車両のホイ－ルナットを緩めた翌日にもＤが取

立てに来ていたことから，Ｃに対し 「ほんとに車のねじを緩めたのか 」， 。

と聞き，さらに「ホイールナットを緩めただけじゃ駄目なのかな 」と言。

， ， ，「 。」い それを聞いて 被告人Ａが 発炎筒を放り込んでやればいいんだよ

と応え，被告人Ｂが，被告人Ａに 「発炎筒を入れたら車はどのくらい使，

えなくなるのかな 」と尋ねると，被告人Ａは 「シートとか替えるから，。 ，

２，３日か１週間は使えなくなるだろう 」と言った。。

(5) ＣとＧは，本件第１の犯行当日の午前８時４０分ころから，マイティー

ボーイで，Ｄ使用車両が停められているかどうか，甲１の事務所や甲２付

， 。 ， ，近を見回りに行き 甲２駐車場でＤ使用車両を発見した それから Ｃは



近くの甲６公園入口に車を止めて，携帯電話で話をしており，その話し方

がほとんど敬語で，返事も「はい」と言っており，Ｇは，Ｃが被告人Ａと

話をしていると思った。

(6) そして，Ｃは，甲６公園を出て甲２の方に戻っているときに，Ｇに対し

て，車の窓でも開いていたら発炎筒でも放り込んでやったら，と言われた

旨話した。Ｇは，それを聞いて，借金取りに苦しんでいるのは被告人Ｂで

あること，Ｃが被告人Ａに電話をしていることから，これまでと同様，被

告人両名はその時も一緒にいると思い，発炎筒を放り込む話は，被告人両

名の指示だと思った。

(7) Ｃは，被告人Ａと電話した後，Ｄ使用車両の窓が開いているかどうかを

確認するため，甲２駐車場に戻り，Ｄ使用車両の運転席と助手席の窓が両

方とも３分の１ほど開いていることを確かめた。

(8) Ｃは，それから，マイティーボーイの中で発炎筒を探し始め，Ｇは，Ｃ

に発炎筒のある場所を教えたが，Ｃは，発炎筒を手に取りながらも 「恐，

い 「どうしようか 」等とずっと言っていて，実行に移すのをためらっ。」 。

ているようなそぶりをした。

(9) Ｃは，本件第１の犯行の後，甲２付近から逃走中，携帯電話で 「うん，

やったよ 」と言っており，Ｇは，Ｃがちょっとなれなれしい言い方で話。

しており，被告人Ａに対しては敬語で話すことから，被告人Ｂに電話して

いるのだと思った。

(10) Ｇは，犯行後，Ｃから 「髪型を変えられえ，と言われたので，髪切っ，

てくれ 」と言われた。。

(11) ＧとＣは，Ｃの髪を切り終えたころに電話がかかってきて，その後甲７

広場に赴き，同所で，被告人Ａから 「車（マイティーボーイ）をここに，

置いておけ 」と言われた。Ｇが，ボンゴフレンディに乗車したところ，。

被告人Ｂが，被告人Ａに 「発炎筒を渡しとかれえ 」と言って，ボンゴ， 。



フレンディーに積載の発炎筒を渡し，被告人Ａは，Ｃにそれを渡し，Ｃは

それをマイティーボーイに積載した。被告人Ｂは，その際 「ボンゴフレ，

ンディーの発炎筒は新しく買って付けよう 」と言った。。

(12) 被告人Ａは 「放火をした現場を見に行って，警察の車と消防車が来て，

。」 ， ，「 。」 ， ，いた 旨の話をし ＧとＣに対し よくやった と言い 被告人Ｂは

ＧとＣに対し，本件第１の犯行について 「警察が来ても何も知らんと言，

われえよ 」と口止めをした。。

(13) 被告人両名は，その後，ＧとＣを雇用促進住宅に送り届け，被告人Ｂの

娘二人とともに，いわゆる四国八十八か所参りに出かけた。

以上の事実が認められる。

４ 共犯者Ｃの証言の信用性

Ｃの公判廷における証言は，大筋において，その内容が自然かつ合理的であ

り，実際に体験した者でなければ証言できない迫真性に富むこと，前記１項で

認定した事実，通話記録及び前記２項，３項で認定した信用できるＧ証言に合

致しあるいは整合していること，更に，Ｃは，公判廷で，捜査段階では，当初

被告人Ｂに陶酔し 「多少は目が覚めていない部分もあ」り（Ｃ第２１回公判，

２３頁 ，被告人Ｂをかばう供述をした旨，また，起訴後，自己の裁判で，弁）

護人から被告人Ｂの調書等を差し入れられ，被告人Ｂがそれまで嘘を言ってい

たことがわかった旨をそれぞれ供述し，また，いつも公判廷の傍聴席に顔を出

している人がおり，それがＤではないかと思っている旨を述べた上，公判廷で

は真実を正直にしゃべろうという気持ちになった旨供述していること等にかん

がみると，Ｃの公判廷での証言は大筋において十分信用できる。

もっとも，Ｃは，現在では自己の刑責を認めた上で事実の解明に努めようと

する態度が看取されるものの，前記のとおり被告人Ｂが嘘を言っていたことが

わかったとして，被告人Ｂに対する悪感情を有していることが窺われること，

， ， ， ，関係各証拠によれば 弁護人が指摘するように Ｃは 被告人Ａに対して反発



対抗意識等の悪感情を有していたことも窺われ，特に被告人Ａに対する関係で

は，その証言内容の信用性の判断には慎重でなければならない。結局，Ｃの証

言の信用性については，前記１項で認定した事実，前記信用できるＧ証言と重

なり合う部分及びそれらと自然に整合する範囲で認めるのが相当である。

５ そこで，信用できる範囲のＣの証言から，さらに以下の事実が認められる。

(1) Ｃは，平成１１年６，７月ころ，被告人Ａから，甲１の事務所近くの公

園に呼ばれて行ったところ，被告人Ａと被告人Ｂが現れ，被告人ＡからＤ

使用車両のタイヤのホイールナットを緩めるよう頼まれた。Ｃは 「レン，

チがないので，できない 」と言ったところ，被告人Ａは 「マイティーボ。 ，

ーイのレンチがあるんじゃないか 」と言うので，Ｃは 「同じ軽四でもＣ。 ，

使用車両のマイティーボーイはスズキ製，Ｄ使用車両はダイハツ製で，メ

ーカーが違うとレンチのサイズが違う 」旨を言って拒んだ。そうすると，。

被告人Ａは，Ｃに対し 「 被告人Ａの住居の駐車場にある）ユーノスロー，（

ドスターのトランクから，十字レンチ（十字型のレンチですべてのサイズ

のナットが合う）を取ってこい 」と言って，同車の鍵を渡したことから，。

Ｃが同所に十字レンチを取りに行ったところ，後から来た被告人ＡがＣに

十字レンチのありかを教え，手渡した。被告人Ｂは，Ａと共に公園に来て

いたし，十字レンチを取りに行ったときも，被告人Ａの車に乗っていた。

(2) そして，Ｃは，被告人Ａから 「Ｄが車を取りに帰ってくるかどうか，，

甲１の事務所の近くで見張っていてやる 」と言われたことから，ホイー。

ルナットを緩めることにした。このとき，Ｃとしては，被告人Ｂも被告人

。 ， ， ，Ａの車に乗っていたと思っていた そして Ｃは 被告人Ａの指示どおり

前輪のホイールナットを半分ほど緩め，その後，被告人Ａに，電話でその

ことを連絡した。

， ， ， ， ， ，(3) それから 被告人両名 Ｃ Ｇは Ｂの娘を交えて食事に行き そこで

「ホイールナットをどのくらい緩めたんだ 」という趣旨の話がでた。。



(4) 被告人両名，Ｃ，Ｇは，その後日に，Ｄが被告人Ｂの実家等に取立てに

行ったことから 「Ｄ使用車両のホイールナットを緩めたのは失敗に終わ，

った 」という話と 「別の方法がないだろうか 」という話をした。その。 ， 。

際，Ｄ使用車両のタイヤを片輪落とせばいいとか，発炎筒の話も出た。被

告人Ｂは 「発炎筒が一番効くのになあ 」と言っていた。被告人Ｂは，常， 。

に被告人Ａに相談を持ちかけて 「Ｄが来ないようにする良い方法が何か，

ないだろうか 」と言っていた。。

，「（ ，） 。」(5) 被告人Ｂが 発炎筒を使用すると どのくらい車が使えなくなるん

というと，被告人Ａは 「シートが燃えるから交換するのに２，３日使え，

なくなる 」と答えた（このことは，Ｃが，捜査段階で，そのような供述。

をしており，それは，Ｃが，公判廷で，Ｇの供述を聴く前の供述であるこ

とから，とりわけ信用できる 。。）

(6) Ｃは，本件第１の犯行当日の午前８時４０分か４５分ころ，甲１の事務

所に行き，Ｄを目撃し，被告人Ａに 「Ｄが甲１の事務所に来ているが，，

。」 ， ，「 （ ）Ｄ使用車両はない 旨を電話で報告すると 被告人Ａは 甲２ 百貨店

に（車両を）置いているのかもしれないから回ってくれ 」等と指示した。。

(7) Ｃは，甲２の駐車場で，Ｄ使用車両を見つけ，被告人Ａに 「甲２の駐，

車場にＤ使用車両があった 」旨を電話で伝えると，被告人Ａは 「分かっ。 ，

た。分かった 」と言って，電話を切った。Ｃは，雇用促進住宅に向けて。

帰宅する途中，甲６公園入口付近で，被告人Ａから，電話で 「窓が開い，

ていたら，発炎筒でも放り込んどいてん 」とぶっきらぼうに言われた。。

Ｃは，雰囲気から被告人Ａが車に乗っている状況であること，被告人Ａと

被告人Ｂが会話しているような状況を電話口で聞いたことから，被告人Ｂ

も被告人Ａの横にいるという雰囲気を感じた。Ｃは，被告人Ａの指示に従

って，Ｄ使用車両の窓を確認するため，Ｕターンして，甲２へ向かった。

(8) Ｃは，甲２の駐車場で，Ｄ使用車両の運転席と助手席の窓が開いている



のを確認した。

(9) そして，Ｃは，マイティーボーイをＤ使用車両の近くに止め，マイティ

ーボーイの発炎筒を探していると，Ｇが発炎筒を見つけて取り出した。Ｃ

は，発炎筒を放り込むことに抵抗があり，怖かったので，Ｇにも一応相談

したが，結局実行することにし，Ｇに 「甲１の事務所に行く方の道を見，

ていてくれ 」と指示した。なお，Ｃは，それ以前に発炎筒を使ったこと。

はなかった。

(10) そして，Ｃは，Ｄ使用車両に発炎筒を投げ入れ，発炎筒が運転席と助手

席の真ん中辺りに落ちたのを確認して，その場を離れ，被告人Ａに 「窓，

が開いとったんで発炎筒入れときました 」と電話で報告した。それに対。

して，被告人Ａは 「どの辺に落ちたんだ，どの辺に置いた 」等と聞き，， 。

，「 。」 ， ，「 。」Ｃは シートとシートの間 と言うと 被告人Ａは 失敗したなあ

と言った。

(11) その後，Ｇが，Ｃに 「 本件第１の犯行を，だれかに）見られたかも，（

しれない 」と言ったので，Ｃも不安になり，それを被告人Ａに報告した。

ところ，被告人Ａは 「散髪でもしておくように 」と言ったことから，， 。

Ｃは，Ｇに髪を切ってもらった。

(12) Ｃは，被告人Ａから，電話で 「マイティーボーイを甲５山の方に隠す，

ために来い 」と言われ，同日午前１０時ころ，Ｇとともに，甲７広場に。

行った。被告人Ａは，被告人Ｂとともに，ボンゴフレンディーで，甲７広

場に来た。そして，Ｃは，被告人Ａか被告人Ｂの指示により，マイティー

ボーイを甲７広場の隅に移動させたが，発炎筒を本件第１の犯行に使用し

て積載していなかったことから 「警察が来たら説明できない 」と不安， 。

がっていると，被告人Ａか被告人Ｂが 「ボンゴフレンディーのこれを使，

えばいい。ボンゴフレンディーの分はタイム（ホームセンターの名前）か

どっかその辺で買えばいいんだから 」と言って，被告人Ａが，発炎筒を。



手渡し，Ｃは，それをマイティーボーイに積載した。

(13) その後，ＣとＧは，被告人Ｂが同乗する被告人Ａ運転のボンゴフレンデ

ィーで自宅まで送ってもらった。その車中で 「警察が来たら，甲２では，

コーヒーを買ったことにして，そして甲７広場で少し休憩し，そこで車が

動かなくなったので歩いて帰った，ということにしておくように 」と言。

われた。そして，被告人Ｂは 「ほかのことは絶対言わないように 」と，， 。

強く言っていた。

以上の事実が認められる。

６ 被告人両名の供述

被告人両名の捜査官に対する供述は，罪体に関する部分については，前記１

項で認定した客観的に認められる事実及び前記信用できるＧ及びＣの各証言に

大筋において合致しまた整合しており，いずれも十分信用できる（なお，被告

人両名の捜査段階の供述調書の任意性があることは優に認められる 。。）

そうすると，さらに，以下の事実が認められる。

(1) 被告人Ａは，本件第１の犯行当日の朝，Ｃから，甲２の駐車場にＤ使用

車両があることを電話で聞き，Ｃの携帯電話に電話をかけ直した際，Ｃに

対し 「甲２は開いているか，人通りはどうか 」等と確認し，Ｃが 「甲， 。 ，

２は閉まっている，人通りは少ない 」と答えた（被告人Ａ検１３５ 。。 ）

(2) 被告人Ａは，被告人Ｂに 「 Ｃは ）以前のホイールナットもきちんと，（ ，

緩めたし，大丈夫だろう 」と言うと，被告人Ｂが納得したことから，被。

告人Ｂの目の前で「Ｃに発炎筒放り込んどいて 」と指示した（被告人Ａ。

検１３４，１３５ 。）

(3) 被告人Ａは，Ｃから，発炎筒を入れたことと煙が出ているという報告を

電話で受け，被告人Ｂにそのことを伝えた上，被告人両名は，ボンゴフレ

ンディーで，本件第１の犯行現場を見に行った。被告人Ｂは，被告人Ａが

本件第１の犯行現場付近を通って状況を確認している際，助手席で体を沈



めて外から見られない様にしていたが，現場を離れた後は普通の姿勢に戻

して，被告人Ａに対し 「車はどんなんな 」と尋ね，被告人Ａは 「白く， 。 ，

焦げとる 」と返事をした（被告人Ａ検１３５ 。。 ）

(4) 被告人Ａは，Ｃが「見られたかもしれない 」等と言っていたので，心。

配になり，Ｃと甲５山中腹にある甲７広場で会うことにした。

以上の事実が認められる。

７ 結論

以上認定した事実を総合すると，被告人Ｂは，Ｄの借金の取立てが厳しいこ

とに困惑，閉口しており，被告人Ａも被告人Ｂのために取立てを辞めさせよう

としており，Ｃは，被告人両名の意向を受けて，単独で又はＧとともに，甲１

の事務所やその付近にＤの車がないか見回りをして，被告人両名に報告してい

たところ，被告人両名，Ｃ及びＧは，Ｄを取立てに来させないようにしようと

考え，食事の際等にどのような手段が効果的か話していた。そこで，被告人両

名は，平成１１年６月中旬ころに，Ｃに指示して，甲２の駐車場に駐車中のＤ

使用車両のタイヤのホイールナットを緩めた。しかし，ホイールナットを緩め

てもＤの取立ては止まなかったことから，Ｄを恐がらせる意味も込めて，Ｄ使

用車両を少しの間でも使えなくするため，被告人Ａは，発炎筒を投げ入れてシ

， ，ート等を替えさせて２ ３日から１週間くらいは使えなくさせる旨の提案をし

被告人Ｂも，それが一番効果的であると考えていたところ，犯行当日，被告人

Ａは，Ｇと共に見回り中のＣから，甲２の駐車場にＤ使用車両があるとの報告

を受け，隣にいた被告人Ｂにその旨を話し，被告人Ａは，被告人Ｂの賛同のも

とに，Ｃに，電話で 「窓が開いていたら発炎筒を放り込むように 」と指示， 。

したものと認められる（この点について，弁護人は，被告人両名は，Ｄの車の

窓が開いているかどうか分からないのであって，発炎筒を放り込むように指示

するというのは不合理である旨主張するが，前記認定のとおり，発炎筒を投げ

入れる話は度々でていたのであり，とりあえずはＤ使用車両の窓が開いている



。 ，場合のこと等を前提に指示がなされることは不合理であるとはいえない また

関係各証拠によれば，本件第１の犯行時間当時の気温は２４度前後であったこ

と等にかんがみると，被告人Ａの弁護人は，犯行当時は夏であってエアコンを

効かせるため車の窓は閉めていると考えるのが普通である旨主張するが，その

主張は，これまでに認定の事実に照らせば，到底採用できない 。ここにお。）

いて，被告人両名は，Ｄ使用車両に発炎筒を投げ入れて放火することについて

意思を相通じたということができ，Ｃは被告人Ａから上記指示を受けてこれに

応じ，ＧはＣからその内容を伝え聞いてこれに応じ，結局，被告人両名，Ｃ及

びＧは，建造物等以外放火罪という特定の犯罪を行うための共謀が成立したと

認められる。なお，弁護人は，被告人両名は，ＧがＣとともに犯行現場にいた

ことを知らなかったのであるから，Ｇとの間で共謀が成立していない旨主張す

るが，たしかに，前記信用できるＧ証言によれば，ＣはＤ使用車両を単独で見

回ることも多かったことが認められものの，関係各証拠を総合すれば，被告人

両名は，Ｇが犯行現場にいたならば当然共謀に加わることを未必的あるいは条

件付きで，認識認容していたものと認められる（仮に知らなかったとしても，

被告人両名と共謀をしたＣがＧと意思を相通じたことによって順次共謀が成立

することは論を俟たない ）から，弁護人の主張は採用することができない。。

以上の認定に反する被告人両名の公判供述は，自己らの罪責を免れ，あるい

は低減させるための虚偽であるというほかない。

被告人両名の弁護人らは，①Ｄが複数の車を所有ないし使用していたことを

被告人両名は知っており，本件被害車両を使用不能にしても，他の車を使用す

ればよいだけであり，むしろ車を燃やすのは被告人Ｂらしかいないことは，Ｄ

にすぐ明らかになるから，本件第１の犯行は被告人両名にとっては全く無意味

な行動である旨，②被告人Ａは，Ｄに対して直接話し合う機会があり，本件第

１の犯行をする理由も必要もない旨，また，③被告人Ｂの弁護人は，本件第１

の犯行前に，被告人Ｂの親族とＤとの間で，弁護士を介して貸金について和解



， ，の話が進行中であったこと等を総合すると 被告人両名には犯行の動機がなく

本件第１の犯行は，Ｃが，被告人Ｂに恋愛感情を抱き，被告人Ａに対抗意識を

有し，単独またはＧと共同で敢行したものであって，被告人両名は，Ｃから発

炎筒を投げ入れる旨の報告を聞いて，その行動を止めなかったにすぎないとい

う事実経過であった（以下，弁護人の主張する事実経過を 「アナザーストー，

リー」という ）旨を主張し，被告人両名もこれに沿う旨の供述をする。。

しかし，アナザーストーリーによっては，前記裁判所が認定した犯行前後の

被告人両名及びＣ，Ｇの言動（ことに，Ｃが本件第１の犯行現場を通り過ぎて

から再びＵターンして引き返して本件第１の犯行に及んでいること，Ｃが発炎

筒を投げ入れる際本件第１の犯行を指示されたことについて不安やためらいを

口にしていたこと，Ｃは発炎筒のありかが分からず，Ｇが見つけてＣに手渡し

たこと，被告人両名の本件第１の犯行後の行動，態度には，予想外の出来事で

あったことを表象する行動は何ら見られず，むしろ本件第１の犯行を積極的に

認識容認した上，罪証隠滅工作に終始していること等）を自然かつ合理的に説

明することができないと言わなければならない。また，甲４との間で和解を進

行させようとしていたのは，被告人Ｂの親族であって，被告人Ｂや被告人Ａで

はない（弁２９，３０ 。被告人Ｂは，捜査官に対する供述調書中，本件第１）

の犯行の動機として 「私としては，Ｄの車１台を使えないようにしても，Ｄ，

がまた別の車に乗って借金の取り立てに来ることができるわけですから，車を

使えなくすることが主な目的ではなく，このような嫌がらせをすることで，Ｄ

を怖がらせ，取り立てを妨害するのが目的でした 」と供述しており（被告人。

Ｂ検１５８ ，Ｄを恐がらせるのであれば，Ｄに何人の犯行かを分からせるこ）

とはむしろ当然の前提であるともいえるから，上記供述内容は十分に合理的で

ありかつ了解可能であって，信用できる。被告人Ａと被告人Ｂの人的関係にか

んがみると，被告人Ａには，被告人Ｂの上記意向を酌んで行動する動機が存在

する。以上の点等を総合すると，弁護人の主張は，前記事実認定に合理的疑い



を抱かしめるものとは言えない。

第２ 本件第１の犯行における放火の故意について

被告人両名の弁護人は，被告人両名は，発炎筒が火を出して燃えるとの認識

がなく，放火の故意がない旨主張し，被告人両名もこれに沿う供述をする。

しかしながら，本件第１の犯行に至る前から犯行後までの被告人両名の言動

は，前記第１で認定のとおりである上，被告人両名は，Ｄ使用車両が炎上した

という結果について，予想外の事態が生じて困惑している事実が窺われないば

かりか，むしろこれを積極的に認めていることは明らかである。さらに，被告

人Ａの捜査段階の供述調書によれば，被告人Ａは，捜査官に対して 「小学校，

２年から３年ころ，父親の車の助手席に取り付けてある発炎筒にいたずらで点

火すると勢いよく炎が吹き出してきて，びっくりして付近の水たまりに入れる

と火がジュッという音を立てて消えたことがある 」旨供述しており（検１３。

５ ，その供述自体が極めて具体的で迫真性に富み信用できるものであること）

をも併せ考慮すると，被告人両名は，発炎筒が火を出して燃えるものであると

の認識を有していたことが優に認められる。

上記認定に反する被告人両名の公判供述は，信用できない。

また，被告人Ａの弁護人は 「はつえんとう」は，辞書に基き，漢字を当て，

はめると 「発煙筒」であり，煙の出る筒を前提に判断すべきである旨主張す，

るが，前記認定にかかる事実関係のもとでは，採用できない。

よって，弁護人の主張はいずれも採用できない。

第３ 本件第１の犯行における，公共の危険の発生及びその認識について

１ 被告人Ａの弁護人は，本件第１の犯行について公共の危険の発生を認識して

いなかった旨主張するので検討する。

まず，関係各証拠によれば，発炎筒を投げ込まれたＤ使用車両の運転席と助

手席の間付近からは，激しく火や煙が出ており，運転席に座った状態でちょう

ど鼻の高さくらいまで火がシートのところから立ち上がっていたこと，Ｄ使用



車両の窓は開いていたところ，たまたまその場に来た甲２の経営者の長男が，

消火器２本を用いて消火したため，Ｄ使用車両は，全焼を免れたものの（検６

１，ｆ第１０回証言 ，運転席と助手席及びその間にあるパーキングブレーキ）

レバー後方付近の床が焼損し，前側座席上方の天井部分の樹脂が溶解したこと

が認められる（検５２ 。）

， ， ，ところで 自動車は その内装等の材質やガソリンを積載していることから

激しく燃焼することがあるところ，関係各証拠によれば，本件自動車の燃料タ

ンクには，本件第１の犯行直後には，エンジンキーを差し込み，スイッチを接

続するとエンジンは始動し，燃料計は８割方を示していたこと（検４６）が認

められること等にかんがみると，本件自動車は，直ちに消火されなければ，爆

発を伴って激しく燃焼するおそれがあったものと認められる。

そして，関係各証拠によれば，甲２の駐車場は，鉄骨２階建て店舗に付随，

同店舗西南に位置し，間口１６．５メートル奥行き２２メートルあり，店舗寄

りは白線で７升で区切られ，同駐車場西側は白線で９升に区切られているとこ

ろ，Ｄ使用車両は，甲２店舗寄りの駐車場にその車両の前面を甲２の西側壁面

に向けて駐車して置かれており，本件第１の犯行当時は同店舗西側には壁面に

ほぼ接して飲料自動販売機が４台設置され，Ｄ使用車両の先端部から飲料自動

販売機までの間の距離は約１７０センチメートル，同先端部から店舗の壁まで

が約２４５センチメートルしかなかったこと（実況見分調書，検４６ ，４台）

の自動販売機はいずれも三洋電機株式会社のメーカーのものであり，４台とも

自動販売機のパネルの材質は透明アクリル板（製造旭化成）で，厚みは２ない

し２．５ミリメートルであること（検１７２ ，４台の自動販売機は雨濡れ防）

止のため軽量鉄骨で足場を組み 天井部にアクリル樹脂板を葺いていること 検， （

５３ ，厚さ５ミリのアクリル板は，着火温度３８０度，着火時間６１秒，引）

火温度２９０から３００度，発火温度４５０から４５２度で（検１７６ ，容）

易に着火して燃焼すること（検５４ ，自動販売機の東側は最短で約１３．５）



センチメートル離れて店舗のモルタル壁に接しており，自動販売機の南側は約

４０センチメートル離れて木造の倉庫に接していること（検５３ ，本件第１）

の犯行直後である同日午前９時から午前１０時４０分までの天候は，一貫して

無風，快晴であったこと（検４６，１８０）等が認められ，これらの事実を総

合すると，本件自動車が燃焼すれば，自動販売機やアクリル樹脂板等に引火燃

焼し，さらには店舗や自動販売機横の木造倉庫まで延焼する具体的な危険，す

なわち公共の危険が発生していたことが認められる。

２ そして，建造物等以外放火罪においては，放火の故意があれば足り，公共の

危険の発生の認識は不要であることは確定した判例であり（最判昭和６０年３

月２８日刑集３９巻２号７５頁参照 ，被告人両名の公共の危険の認識の有。）

無を判断するまでもなく，弁護人の，公共の危険の発生についての認識が欠如

していたため，放火罪の罪責を負わない旨の主張は採用することができない。

第４ 判示第２の事実（以下 「本件第２の犯行」という ）について（以下，特， 。

に断らない限り平成１１年のことである 。。）

１ 本件第２の犯行前後の状況につき，関係各証拠により明らかに認められ，か

つ争いのない事実

(1) 判示被害者であるＦ（以下単に「Ｆ」という ）には，Ｊ，Ｋという２。

人の子どもがおり，Ｆは離婚後，２人の子どもを連れて実家に戻っていた

が，ＦはＣの実妹であり，実母のＩ，実兄のＣ，義姉のＧ等とともに，一

時期は，前記雇用促進住宅に居住し，被告人両名とも同居していたことも

あった。その後，Ｆは，２人の子どもを岡山市内にある甲８に預け，Ｃと

Ｇの子どもであるＨも同じ施設に預けられていたが，本件第２の犯行当時

はＫとＨだけが甲８にいた（検３８ 。）

Ｆ，Ｃ，Ｇ，被告人Ａは，本件第２の犯行当日の午前中から，被告人Ａが

車両を運転して，甲８及び岡山県中央児童相談所をまわり，被告人Ａを除

く３人は，各施設内に入って施設職員と話をする等していた（被告人Ａの



第２７回４４頁等 。）

(2) 被告人Ａが本件第２の犯行当日乗車していた車両は，被告人Ｂの娘が所

有するスポーツカータイプの三菱ギャランＦＴＯ赤色（平成９年式のツー

ドアクーペ，長さ４３６センチメートル，幅１７３センチメートル，高さ

１３０センチメートル ）であった（検２３，４０ 。室内は，全長１６０。 ）

センチメートル，全幅１４５センチメートル，全高１０８センチメートル

（検４０）で，大人４人が乗車するには狭い車両であった。

本件第２の犯行時の乗車位置は，運転席に被告人Ａ，助手席にＣ，助手

席後部にＦ，運転席後部にＧが乗車していた。被告人Ａは，甲８等から帰

る途中，Ｆが後部座席で居眠りをしていたことから，腹を立てて，前記車

両を運転走行中に，Ｆの右顔面を左手で殴った（被告人Ａの第２７回４５

頁ないし４９頁 。）

なお，Ｆは，車内でＧからも頭頂部周辺を殴打された。

(3) Ｆは，本件第２の犯行の被害を受けた後まもなく，被告人ＡやＣらの元

から逃げ出した。

以上の事実が認められる。

２ 被告人Ａ及び関係者と利害関係がなく，専門性の高い医師の供述（捜査官に

対する供述及び公判供述を含む ）等によって認められる事実。

(1) Ｆは，本件第２の犯行に先立つ４月１４日，交通事故に遭い，岡山市西

大寺にある甲９病院に同日から４月１８日まで入院していた（検６ 。）

Ｆは，４月１４日の交通事故直後に，甲９病院において，脳神経外科医

， ， ， ，の診察を受けているところ Ｆには 交通事故により頭部打撲 左耳挫傷

左前腕打撲，腰部打撲，右下腿挫傷の傷害を負ったことが認められたもの

の，両目辺りがややむくんでいたが，右目辺りにあざ等はなく右頭部にも

あざはなかったこと，頭部ＣＴという頭部内の出血等を確認するレントゲ

ン撮影の結果には異常はなかったこと，頭部の骨折，内出血等はなかった



こと，右眼窩内側壁骨折，右顔面神経不全麻痺は認められなかったこと等

が認められる（検７ 。）

また，Ｆは，４月１７日に，同病院の眼科医により，視力，眼圧，前眼

部，眼底の検査を受け，両眼球打撲と右近視性乱視と診察されているとこ

ろ，右近視性乱視は交通事故により発生したものではないこと，眼球自体

には異常はなかったこと，両眼球打撲と診断されたのは，交通事故で頭を

打っており，眼球も多少の衝撃を受けているはずなので両眼球打撲と診断

されたにすぎないこと，４月１７日の診察時には両瞼には目立つような皮

下出血等はなかったこと等が認められる（検８ 。）

したがって，Ｆの判示第２記載の傷害は，４月１４日の交通事故によっ

て生じたものではないことは，証拠上優に認められ，弁護人も争っていな

い。

(2) Ｆは，本件第２の犯行（４月２０日）後の４月２２日に，甲１０警察署

において受傷状況を写真撮影され（検１０，１１ ，４月２３日，岡山市）

中山下にある甲１１病院において，形成外科医により診察を受け（Ｌ医師

の第６回２３頁。なお弁護人が４月２３日に診察を受けていないと主張し

てＬ医師の第６回公判調書２８頁を挙げるが，同医師の前後の証言の趣旨

から考えて，証言内容の誤解に基くものと認められる ，①右頭部打撲，。）

帽状腱膜下血腫，②右眼窩内側壁骨折，右顔面神経不全麻痺と診断され，

４月２０日を起算点として，①に関しては全治２週間，②に関しては全治

約６週間を要すと診断されている（診断書検３，Ｌ医師の第６回証言 。）

そして，Ｌ医師の証言等によれば，(ア)右眼窩内側壁骨折は，内側壁，

つまり骨の表面でないところが折れるので，眼球自体に直接外力が加わら

ないと折れないものであるが，Ｆの場合は，右の内側壁が陥入しており，

，この部位だけが骨折するのは眼球自体が押さえつけられた場合以外になく

骨折の原因としては硬いもの例えば野球の硬球のようなものあるいは手が



当たるくらいしか考えられないこと，(イ)右顔面神経不全麻痺について，

Ｆの場合は，右の前額部，頬の部分の筋肉が麻痺しているような状態，具

体的には，額にしわが寄らない，眉毛が下がる，右の瞼がはれぼったくな

る等の症状であり，その原因として，皮膚面に創傷がなかったことから，

強い打撲が加わったことによると思われるが，打撲が加わった部位は，症

状が顔面に葉脈のように走っている５つの顔面神経の枝（側頭枝）の一番

上の部分（頬骨の外側を走り耳の下から出て骨の上を通り，額の方に出る

神経の枝，すなわち，側頭枝のとおる位置は耳たぶの１センチメートルく

らい下と眉毛の外側０．５センチメートル上を結んだところ）であること

， ， ， ， ．から 右頬骨部 耳前部辺りと考えられ もっとも 眉毛の端のすぐ上０

５センチメートルくらいまでのところを打っていれば，それによる顔面神

経麻痺も考えられるが，眉毛の上０．５センチメートルよりも上であれば

顔面神経麻痺は考え難く，額の方に伸びている三叉神経を打撲したとして

もそれは上記症状とは関係がないこと，(ウ)顔面神経麻痺は簡単なしびれ

であれば２週間以内に戻るが，Ｆの場合には治癒日数は約６週間とされて

いること等の事実が認められる。

以上の事実が認められる。

３ Ｇ及びＣの各証言の信用性

Ｇの証言は，本件第１の犯行の認定の際検討したのと同様の理由により，信

用できる。

また，Ｃの証言も，本件第２の犯行時，直前，直後の状況について，Ｇの証

言と大筋で一致する等の状況から考えて，同様に信用できる。

４ Ｆの証言の信用性

(1) Ｆの証言は，極めて具体的詳細であり，内容自体も特段不自然なところ

はなく，捜査段階から一貫していることが窺える上，被告人Ａからだけで

なく，Ｇからも，車内において暴行を受けたことを正直に供述しているこ



と，Ｆは，判示被害を受け，当日中に逃げ出しており，Ｇらと口裏合わせ

をした形跡が窺われず （４月２０日以降現在までＦとは会っていない。，

Ｇ第１１回公判調書６６，６７頁 ，前記信用できるＧの証言と大筋にお）

いて合致していることからすると，その信用性は高い。

(2) そうすると，①Ｆは，判示第２記載の日時・場所で，運転していた被告

人Ａから，その左手こぶしで，曲げた腕を伸ばすようにして，左後方に突

， ， ，き出す形で殴られ そのこぶしは 右目に眼球の上からもろに当たったり

右目の右側や，こめかみより右側にも当たったり，右目の周辺部分にも当

たったこと，②Ｆが，犯行当日の午前中に，Ｃから殴られた個所と，被告

人Ａから殴られた個所は異なること，③Ｆは，被告人Ａから判示第２の暴

， ， ，行を受けていた際 最初は多少手で覆ってかばっていたが 被告人Ａから

「何だその手は 」等と言われて，かばっていた手をはずしたこと，④そ。

の時，Ｆは，Ｇから同車内で殴られたこともあったが，その部位は，頭の

頭頂部に近い方でやや右側の辺りであり，回数は２回で，１回目は軽く，

子どもが殴ったような感じであり，２回目はちょっと強めであったこと，

⑤Ｆの目や目の周辺には，被告人Ａが殴る以前には怪我がなかったこと，

⑥Ｆは，甲９病院の前で車から降りて，殴られた個所を鏡で見ると，はれ

， ， ， ，て 右目が開かない状態になっていたこと ⑦Ｆは 以前に被告人Ａから

ここの３階から飛び降りいと言われていたことや，当日の犯行直後に甲９

病院で，被告人Ａから小さいナイフを示されながら 「これで（ナイフで），

刺してやろうか 」等と言われたこと等から，甲１の事務所に行った後，。

逃げ出したこと，⑧Ｆが被告人Ａから殴られた回数は，１０回くらいであ

ること（なお，Ｆは，公判廷で，検察官の主尋問に対しては１０回くらい

（Ｆ第１２回８０頁 ，弁護人の反対尋問に対しては，直接右目付近を殴）

られたのは３ ４回 そのほかにかばった手の上から３ ４回殴られた Ｆ， ， ， （

第１６回３２ないし３４頁 ，検察官の再主尋問に対しては，手でかばっ）



た衝撃が顔面に伝わってきたというのも含めて，合計では１０回くらいは

殴られた旨供述している（Ｆ第１６回６９，７０頁）ところ，暴行とは人

に向かって不法に物理力を発揮すればよく人の身体に接触する必要はない

こと，かばった手の上からの暴行であってもＦの顔面等に衝撃が伝わる以

上傷害結果との因果関係が否定されるものではないこと，暴行行為は１個

の殴打行為ごとに切り離してみるのではなく一連の行為を一体のものとし

て検討すべきこと等を総合すると暴行の回数については判示のとおり，１

０回くらい，と判断できる ）等の事実が認められる。。

５ 暴行の回数について

上記認定のとおりであって，１０回くらいと認定できる。

６ 暴行の態様について

①前記認定のとおり，眼窩内側壁が骨折するのは眼球自体が硬球のように硬

いもので殴打された場合であって，手指で払う程度の暴行によって生じるとは

考え難いこと，②右顔面不全麻痺についても，軽いしびれであれば２週間以内

で治癒するところ，Ｆの場合には全治まで約６週間かかっており，Ｆは，その

後も相当期間投薬治療を受けていること等にかんがみると，暴行により受けた

衝撃が相当程度強かったこと，③Ｆが，公判廷で，一貫してこぶしで殴られた

と証言しており，それが前記のとおり信用できること，④前記信用できるＧ証

言によれば，被告人Ａが左手をこぶしにして左後ろに横に振るようにして，手

加減なく思い切り殴り，Ｆの右目の辺りに当たっており，被告人Ａのこぶしの

骨の一番硬いところ，指と手の甲の付け根の辺りが当たっていたこと（Ｇ第１

１回６２頁 ，⑤助手席に座って被告人Ａの犯行を目撃していたＣも，被告人）

Ａが右手でハンドルを握って運転しながら，左手を斜め後ろの方向に伸ばすよ

うにして殴っていた，左手をこぶしにしていたと思う，音がすごかった，口で

は殴っている音としかいえない（Ｃ第２０回４４ないし４６頁）と証言してお

り，それらの証言が信用できること等を総合すると，判示のとおり，被告人Ａ



が「手拳により殴打した」と優に認めることができる。

７ 被告人Ａの暴行と判示傷害との因果関係について

前記信用できるＧ供述等によれば，Ｇが本件第２の犯行の日の午前，Ｆと一

緒に車に乗ったとき，Ｆには眼の異常はなく，車両の中で被告人Ａから暴行を

受けた後，車両から降りた時には，Ｆの右の目の上のおでこが真っ赤になって

いて，右目の瞼が腫れて両目を開けていても，右目は左目の半分も開いていな

かったこと（Ｇ第１１回６４，６５頁）等が認められる。このことは，岡山県

「 」 （ ）中央児童相談所長作成の 照会事項の回答について と題する書面 職権２３

において，本件第２の犯行のまさに直前に応対したときの状況について「顔は

むくみ，ところどころ打ち身がある 」程度の記載しかないことからも裏付け。

られる。また，Ｆは，本件第２の犯行において，被告人Ａから右目自体を殴ら

れたことがあったこと，右こめかみ付近及びその周辺を殴られたことがあった

（ ， ）， ，こと等を証言しており Ｆ第１２回６３ ６４頁 それらの証言が信用でき

いずれも判示傷害結果，及び，前記医師の供述等から認められる犯行態様と合

致すること等からすれば，被告人Ａの暴行とＦの判示傷害結果との間の因果関

係を優に認めることができる。

８ ところで，弁護人は，Ｆの判示第２記載の各傷害について，(ア)ＣがＦに対

して本件第２の犯行当日の午前６時ころ暴行を加えて生じた疑い，(イ)ＧがＦ

に対して４月２０日車両内で暴行を加えて生じた疑い，(ウ)ＣがＦに対して４

月１７日に眼科Ｆ医の診察を受けた後からＦが退院した４月１９日ころまでの

， 。間に暴行を加えて生じた疑いがそれぞれある旨を主張するので 以下検討する

(ア)の点について，Ｃが，本件第２の犯行当日早朝午前６時ころ，甲９ 病

院の１階喫煙所にあるいくつかある長いすのうちの１つに座っているＦに対

し，立ったまま，正面，上から頭部を殴打したことが認められるところ，前記

のとおり信用でき，かつ，この当時Ｆと並んで長いすに座って目撃していたＧ

の証言によれば，Ｆが座っていた長いすの座面までの高さは，約４０センチメ



ートル程度であること，Ｆは終始顔をうつむけていて上を向こうとはしていな

かったから，頭のてっぺんからちょっとずれた右側の側面辺りを叩いていたこ

と（Ｇ第１１回５３ないし５６頁）等が認められる。また，Ｆは，やや右側の

頭の上の辺りで髪の生え際よりも上の辺りを殴られたこと（Ｆ第１２回５１

頁 ，顔等は殴られていないこと（同５２，５３頁 ，その後朝の検査の時間） ）

が近づいてきたことからＣは暴行をやめた旨を証言しており，その証言は信用

できる。そうすると，Ｃの殴打個所から考えて，上記Ｃの暴行が，Ｆの判示第

２記載の傷害に寄与したとは認められない。

また，弁護人は，前記Ｌ証言によって，眉の上の打撲によっても顔面不全麻

痺の傷害が生じる可能性があることが認められるから，上記Ｃの暴行によって

生じた「頭部打撲」には眉の上，額の部分を含めた部分の打撲も含めることが

可能である旨主張するが，Ｌ証言を詳細に検討すれば，眉の上０．５センチメ

ートル程度上の打撲によって生じる可能性があるというに止まり，弁護人が主

張するような，髪の生え際よりも上の部分も含めた「頭部に近い眉の上」の打

撲によって，顔面神経不全麻痺の傷害が生じた疑いは認められない。

(イ)の点について，Ｆは 「 Ｇから ）頭頂部に近い方のやや右側を２度殴，（ ，

られた。１度目は軽く子供が殴ったような感じで，２度目はそれよりきつかっ

た。殴られたのはその日の朝にＣから殴られた部分と重なる（Ｆ第１２回６７

ないし６９頁 （Ｇに）殴られるな，と思い，頭を下げた。Ｇは，Ｆの右横）。

にいたが，まっすぐ手のこぶしで殴るようなことはなかった（Ｆ第１６回２３

頁 」旨具体的かつ明確に述べており，その信用性は高い。）。

また，Ｇは 「車内でＦを殴ったとすれば，頭のてっぺんを１回思い切り叩，

いた。目は殴っていない，被告人Ａから殴れと言われたから殴った 」旨証言。

しており，Ｇが，その回数，動機等について，被告人Ａに責任を転嫁する危険

があることは弁護人指摘のとおりである。しかしながら，ＧがＦを殴った時点

では，Ｆの頭頂部付近は，同日午前中にＣに殴られて頭部打撲，帽状腱膜下血



腫の傷害を負い 「ぶよぶよの状態」だったのであり，Ｇはその部位を思い切，

り殴ったという自己に不利な供述をしていること，叩いた部位についてはＦの

供述と一致すること等から，叩いた部位についてのＧの証言の信用性は高いも

のと認められる。

上記信用できる各証言等を総合すると，Ｇの暴行は，被告人Ａの暴行と相前

後するものの，Ｆの判示第２記載の傷害に寄与したとは認められない。

(ウ)の点について，Ｆは，入院中にＣから殴られたことは全くない旨証言し

ており（Ｆ第１６回３頁 ，Ｇも，ＦがＣから入院中に暴行を受けたことは，）

私は見ている範囲ではなかった旨（Ｇ第１１回４８頁 ，Ｆは４月２０日の午）

前５時過ぎころには 耳を最初から怪我していた以外に 怪我はなかった旨 Ｇ， ， （

第１１回５１，５２頁）証言していること，Ｃは，Ｆを入院中の間に殴ったこ

とはなかったと思う旨，いくらかはあったと思うが怪我になるほどではなかっ

た旨（Ｃ第２２回８１頁 ，Ｆが本件第２の犯行日に被告人Ａの運転する車両）

に乗ったときには，Ｆの目の周りは黄ばんでいたがほぼ治っていた旨証言して

おり，その各証言は，いずれも十分信用でき，それらの各証言とこれまで認定

の各事実を総合すれば，Ｃが，被告人Ａの判示第２の暴行開始以前に，判示第

２記載の傷害が生じる態様で，当該部位に対する暴行を加えたものとは到底認

められない。

９ 結論

以上検討したとおり，被告人Ａが，Ｆの右目付近を手拳で１０回くらい殴打

したこと，被告人Ａの暴行とＦの判示右眼窩内側壁骨折及び右顔面神経不全麻

痺の傷害との間に因果関係があることが認められ，弁護人の主張はいずれも採

用できない。

（法令の適用）

被告人Ａの判示第１の所為は刑法６０条，１１０条１項に，判示第２の所為は同

法２０４条にそれぞれ該当するところ，判示第２の罪について所定刑中懲役刑を選



択し，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により

重い判示第１の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Ａを懲役３年に処

し，同法２１条を適用して未決勾留日数中５００日をその刑に算入し，情状により

同法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日から５年間前記刑の執行を猶予す

ることとする。

被告人Ｂの判示第１の所為は刑法６０条，１１０条１項に該当するので，所定刑

期の範囲内で被告人Ｂを懲役２年１０月に処し，同法２１条を適用して未決勾留日

数中５００日をその刑に算入し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判が

確定した日から４年間前記刑の執行を猶予する。

訴訟費用のうち，証人ａ，同ｂに支給した分の各２分の１は，刑訴法１８１条１

項本文によりこれを被告人Ａに負担させ，証人ｃ，同ｄ，同ｅ（第９回公判期日出

頭分 ，同ｆ，同ｇに支給した分の各３分の２，証人Ｃ，同ｉ，同ｅ（第３７回公）

判期日出頭分）に支給した分の各全部は，刑訴法１８１条１項本文，１８２条によ

り被告人両名に連帯して負担させることとする。

（量刑の理由）

本件は，被告人両名が，ほか２名の共犯者と共謀の上，店舗の駐車場に駐車中の

自動車に火のついた発炎筒を投げ入れて焼損させて公共の危険を生じさせたという

建造物等以外放火の事案（第１）及び被告人Ａが，車を運転中に後部座席に同乗中

の女性の顔面を手拳で１０回くらい殴打して全治約６週間の判示の傷害を負わせた

という事案（第２）である。

判示第１の犯行は，店舗に隣接して駐車されていた自動車に放火したという危険

な犯行である。自動車はガソリンを積載し，一度引火すれば，爆発的に燃焼するお

それがあるところ，その場に居合わせた者によって偶然消火されなければ重大な結

果を生じていたことも予想され，また放火された自動車に隣接する店舗内にいた者

は，多大な不安を感じており，被告人両名の厳重処罰を望んでいる。本件により，

被害自動車は使用不能になっているところ，被害弁償，慰藉の措置はなされていな



いこと等から，同車の使用者の処罰感情も厳しいものがある。被告人Ｂは，自己の

， ， ， ，借入金の返済に窮し 被害者を怖がらせ 取立てを妨害しようと考え 被告人Ａは

被告人Ｂの意向に沿って，他の共犯者らと共謀して，判示第１の犯行に及んだもの

であって，犯行の動機は自己中心的，短絡的であり，目的のためには手段を選ばな

い被告人両名の態度は強く非難されるべきである。また，被告人両名は本件第１の

犯行の首謀者であって，被告人Ｂは犯行による利益の享受主体であり，被告人Ａは

直接実行行為者に犯罪の決行を指示した者であり，犯行によって直接利益を受ける

ことのない共犯者２名を犯行に巻き込んだ被告人両名の責任は重いというべきであ

る。被告人両名とも放火の共謀及び放火の故意等を否認し，それぞれ不合理な弁解

に終始し，責任を実行行為者である共犯者らに転嫁しようとする等，真摯な反省の

態度がみられない。

判示第２の犯行は，体力に勝る被告人Ａが，無抵抗の女性の右目付近を一方的に

１０回くらい手拳で殴打したものであり，犯行態様は悪質である。被害者は，全治

約６週間の判示の傷害を負い，２度の手術を受けたほか，その後も投薬治療，リハ

ビリ等を余儀なくされており，生じた結果は軽視できない。判示犯行の動機は被告

人Ａが運転中に被害者が居眠りをしたという些細なこと等から立腹して殴打したも

のであり，短絡的である。被害者は，本件により，精神的，肉体的苦痛を被ってい

るところ，何ら慰藉の措置は取られておらず，被害者が犯行から２年以上経過した

時点でも被告人Ａの厳重処罰を望むのも首肯できる。しかるに，被告人Ａは，反省

の言葉を述べるものの，被害者やその他の者にも責任があるかのような供述に終始

しており，真摯な反省の態度が認められるとは言い難い。また，被告人Ａについて

は本件と同種の傷害の罰金前科があること等にかんがみると判示第２の犯行につい

ても，被告人Ａの刑責は軽視できるものではない。

他方，被告人両名について起訴後の勾留日数がそれぞれ約２年６か月の長期に及

んでいること，被告人Ｂについては前科前歴がないこと，被告人Ａについては懲役

前科がないこと，被告人Ａは被害者を殴ったこと自体については被告人Ａなりに反



省していること，被告人Ｂについても，被告人Ａ，Ｃ及びＧを犯行に巻き込んだこ

とについては反省の言葉を述べていること等を考慮して，それぞれの刑の執行を猶

予することとした。

平成１４年５月９日

岡山地方裁判所第２刑事部

裁判長裁判官 榎 本 巧

裁判官 中 川 綾 子

裁判官山 口 勝 久は転勤のため署名押印できない。

裁判長裁判官 榎 本 巧




